
重要文化的景観における現状変更等フロー 

 

○重要文化的景観の現状変更や保存に影響を及ぼす行為をする場合は、行為の 30日前までに文化庁長官に

届け出る必要があります（文化財保護法第 139条）。 

 ※現状変更等の届出が必要となる対象は「文化的景観保存計画書」で位置づける「重要な構成要素」です。 

 ※現状変更等においては、事前協議に時間を要しますので、計画段階で文化財保護課に相談して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○重要文化的景観の現状変更等の手続きが必要ない場合 

であっても、史跡や埋蔵文化財包蔵地（遺跡）など、 

他の文化財の手続きが必要になることがありますので 

文化財保護課にご相談ください。 

※２ 

事前協議・調整は、岐阜県文化伝承課を 

通じて、文化庁文化的景観部門と行い 

ます。 

範囲内 

変更の行為が重要な構成要素に 

影響を及ぼすかどうかの確認 

影響なし 

（維持管理行為を含む） 

文化庁と事前協議・調整（※２） 

※１ 

検討委員会は、年度内に２回程度開催され

ます（例年、夏頃と冬頃）ので、事業の進

捗と委員会の開催日程に注意してくださ

い。 

文化庁へ進達 

県へ進達 

変更予定箇所の照会 

（重要文化的景観範囲内か確認） 
範囲外 

現状変更の手続きは不要ですが、そ 

の他の文化財（埋蔵文化財、史跡岐 

阜城跡など）、都市計画（地区計画、 

風致地区など）、景観計画（大規模 

建築物、重要区域など）などの関係 

法令に注意して進めてください。 

文化的景観検討委員会で整備の適正性を審議 

（※１） 

 

場合によっては、複数回にわたり、 

構造・デザイン等を検討 

 

    

 

この部分の作業に、

かなりの時間を要 

します 

着手の 30日前 

まで 

現状変更行為着手 

＜提出書類＞ 

＜手続きの流れ＞ 

 

○現状変更等の届出について 

○添付資料 

 ・重要文化的景観位置図 

   ※文化財保護課で準備 

 ・施工箇所の位置図 

 ・設計仕様書及び設計図 

   ※Ａ４又はＡ３版 

   （例）仕様書、平面図、断面図、 

      立面図、構造図など 

 ・地番及び地貌を表示した実測図 

 ・現況写真 

   ※遠景と近景 

 ・現状変更を必要とする理由を証す

る資料 

   ※あれば添付する 

 ・その他必要と認められる書類 

担当：岐阜市ぎふ魅力づくり推進部 

   文化財保護課 文化財係 

電話：058-214-7157（直通） 

案件によっては文化庁・文化的

景観検討委員会まで確認 

市へ届出書提出 

（３部） 

整備の内容について、 

関係者（行政・民間・地域住民） 

と合意形成 

影響あり 

事業完了の報告義
務はありませんが、 

情報共有に努めて
ください。 

届出の受理 


